
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

六

八

号

訪
問
介
護
に
お
け
る
「
生
活
援
助
」
の
提
供
回
数
の
制
限
及
び
「
生
活
援
助
」
の
「
緩
和
し
た
基
準
」
に
関
す

る
質
問
主
意
書

提

出

者

柚

木

道

義
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訪
問
介
護
に
お
け
る
「
生
活
援
助
」
の
提
供
回
数
の
制
限
及
び
「
生
活
援
助
」
の
「
緩
和
し
た
基
準
」
に
関
す

る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
〇
年
度
に
ス
タ
ー
ト
し
た
介
護
保
険
制
度
は
、
二
〇
一
五
年
度
現
在
、
介
護
が
必
要
と
認
定
を
受
け
た
者
は
六
二
五

万
人
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
の
は
五
一
八
万
人
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
年
間
に
一
度
で
も
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
年
間
実
受
給
者
数
で
み
る
と
、
利
用
者
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
在

宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
。

在
宅
サ
ー
ビ
ス
で
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
福
祉
用
具
貸
与
、
通
所
介
護
及
び
訪
問
介
護
と
な
っ
て
い
る
。

介
護
が
必
要
な
者
は
ひ
と
り
暮
ら
し
、
高
齢
夫
婦
世
帯
が
年
々
増
加
し
て
お
り
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
（
訪
問
介
護
員
）
が
各

家
庭
を
訪
ね
、
日
常
生
活
を
支
え
る
「
生
活
援
助
」
は
不
可
欠
の
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
て
い
る
。

一
〇
月
二
五
日
、
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
（
以
下
、
「
財
政
審
分
科
会
」
と
い
う
）
は
、
「
社
会
保
障
に
つ

い
て
②
（
各
論
）
」
に
お
い
て
、
「
生
活
援
助
中
心
型
」
の
利
用
状
況
の
調
査
結
果
を
示
し
、
一
人
当
た
り
の
平
均
利
用
回
数

は
月
一
〇
回
程
度
だ
が
、
月
三
一
回
以
上
の
利
用
者
が
二
万
四
七
四
八
人
い
る
と
し
て
、
な
か
に
は
月
一
〇
〇
回
を
超
え
て
利

用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
を
と
ら
え
「
必
要
以
上
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
招
き
や
す
い
構
造
的
な
課
題
」
と
し
た
。一



ま
た
、
要
介
護
一
・
二
の
利
用
者
三
六
万
七
〇
〇
〇
人
の
「
利
用
回
数
の
分
布
」
を
示
し
、
九
割
ま
で
が
月
二
〇
回
ま
で
の

利
用
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
改
革
の
方
向
性
（
案
）
」
と
し
て
、
一
定
の
回
数
を
超
え
る
生
活
援
助
を
提
供
す
る
場
合
は
、
地
域
支
援
事
業

の
包
括
的
支
援
事
業
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
地
域
ケ
ア
会
議
で
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
証
を
行
う
こ
と
を
要
件
と
す
べ
き
と
し

た
。し

か
し
、
月
一
〇
〇
回
の
訪
問
と
は
、
一
日
三
回
程
度
と
な
り
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
食
事
介
助
と
服
薬
管
理
に
訪
問
す
る

だ
け
で
も
、
当
然
の
訪
問
回
数
と
考
え
る
。

一
一
月
二
二
日
、
社
会
保
障
審
議
会
介
護
給
付
費
分
科
会
（
以
下
「
社
保
審
分
科
会
」
と
い
う
）
第
一
五
二
回
に
お
い
て
、

厚
生
労
働
省
は
財
政
審
分
科
会
の
「
改
革
の
方
向
性
（
案
）
」
に
呼
応
す
る
形
で
、
「
訪
問
介
護
（
生
活
援
助
中
心
型
）
の
回

数
が
、
通
常
の
利
用
状
況
と
著
し
く
異
な
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
、
市
町
村
が
確
認
・
是
正
を
促
し
て
い
く
こ
と
が
適
当
」
と
し
、

「
一
定
の
回
数
を
超
え
る
生
活
援
助
中
心
型
を
位
置
付
け
る
場
合
は
、
市
町
村
に
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
届
け
出
る
こ
と
と
し
、
市
町

村
が
地
域
ケ
ア
会
議
の
開
催
等
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
証
を
行
う
」
と
し
た
。

ま
た
、
届
出
対
象
の
範
囲
を
二
〇
一
八
年
四
月
に
示
し
た
上
で
、
六
ヶ
月
の
周
知
期
間
を
設
け
て
一
〇
月
か
ら
施
行
す
る
と

二



し
て
い
る
。

厚
生
労
働
省
は
第
一
五
二
回
社
保
審
分
科
会
に
お
い
て
、
「
訪
問
回
数
の
多
い
利
用
者
へ
の
対
応
（
自
治
体
調
査
結
果
）
」

を
公
表
し
て
い
る
。

調
査
対
象
は
四
八
件
と
少
な
い
が
、
う
ち
四
六
件
は
「
適
切
な
利
用
」
と
自
治
体
が
判
断
し
て
い
る
。

ま
た
、
財
政
審
分
科
会
が
指
摘
す
る
要
介
護
一
・
二
は
一
五
件
で
、
三
割
に
過
ぎ
ず
、
要
介
護
一
・
二
で
あ
っ
て
も
、
「
認

知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」
が
�
ｂ
と
な
る
者
が
四
件
あ
る
。
�
ｂ
と
は
「
服
薬
管
理
が
で
き
な
い
、
電
話
の
対
応
や

訪
問
者
と
の
対
応
な
ど
ひ
と
り
で
留
守
番
が
で
き
な
い
等
」
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
調
査
で
は
「
独
居
」
が
八
割
で
、
家
族
が
い
る
場
合
で
も
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
高
齢
の
配
偶
者
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。

七
割
を
占
め
る
要
介
護
三
以
上
の
者
は
、
「
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
」
が
�
ａ
以
上
と
な
り
、
「
常
に
介
護
を

必
要
と
す
る
」
者
で
、
在
宅
生
活
を
維
持
で
き
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
評
価
に
値
す
る
と
考
え
る
。

政
府
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
』
で
「
介
護
離
職
ゼ
ロ
」
を
掲
げ
、
二
〇
二
〇
年
代
初
頭
ま
で
に
介
護
の
た
め
に

離
職
す
る
者
を
ゼ
ロ
に
す
る
た
め
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
め
ざ
す
と
し
て
い
る
。

三



し
か
し
、
ひ
と
り
暮
ら
し
で
重
度
の
認
知
症
の
者
が
頼
り
と
し
て
い
る
「
生
活
援
助
」
の
訪
問
回
数
の
制
限
を
す
る
こ
と

は
、
親
の
介
護
の
た
め
に
離
職
を
決
断
す
る
労
働
者
を
増
や
す
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。

ま
た
、
身
寄
り
の
な
い
認
定
者
で
あ
れ
ば
、
「
生
活
援
助
」
の
制
限
は
、
セ
ル
フ
ネ
グ
レ
ク
ト
を
加
速
さ
せ
、
孤
立
死
や
ゴ

ミ
屋
敷
問
題
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
拡
大
す
る
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
る
。

一

政
府
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し
や
重
度
の
認
知
症
で
、
在
宅
生
活
を
営
む
者
た
ち
の
「
生
活
援
助
」
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
を

適
当
と
考
え
て
い
る
の
か
。

二

二
〇
一
八
年
度
の
介
護
報
酬
改
定
に
向
け
て
現
在
、
社
保
審
分
科
会
が
審
議
を
行
っ
て
い
る
。

一
一
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
第
一
四
九
回
社
保
審
分
科
会
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
は
「
訪
問
介
護
の
報
酬
・
基
準
に
つ

い
て
」
と
し
て
、
「
生
活
援
助
中
心
型
の
担
い
手
の
拡
大
（
基
準
の
緩
和
）
」
の
た
め
、
生
活
援
助
中
心
型
を
担
当
す
る

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
（
訪
問
介
護
員
）
を
現
行
の
初
任
者
研
修
（
一
三
〇
時
間
以
上
の
研
修
）
で
は
な
く
、
「
新
研
修
」
に
よ

り
緩
和
す
る
と
提
案
し
た
。

研
修
条
件
を
緩
和
し
た
「
新
研
修
」
で
あ
れ
ば
、
受
講
者
が
増
え
、
人
材
確
保
に
つ
な
が
る
と
の
説
明
だ
が
、
現
行
基
準

を
緩
和
す
る
こ
と
は
、
介
護
報
酬
の
引
き
下
げ
に
連
動
す
る
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。

四



介
護
人
材
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
は
か
ね
て
か
ら
指
摘
さ
れ
、
政
府
は
『
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
』
で
「
介
護
離

職
ゼ
ロ
」
を
掲
げ
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
た
め
、
介
護
労
働
者
の
処
遇
改
善
を
は
か
る
と
し
て
い
る
。

介
護
労
働
者
は
、
認
定
者
の
自
宅
な
ど
を
訪
問
す
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
（
訪
問
介
護
員
）
と
施
設
な
ど
で
働
く
介
護
職
員

に
お
お
き
く
分
け
ら
れ
る
が
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
初
任
者
研
修
の
修
了
者
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
、
在
宅
介
護
の
質

を
一
定
程
度
維
持
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
女
性
が
八
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
圧
倒
的
で
あ
り
、
女
性
労
働
が
在
宅
介
護
を
支
え
て
き
た
歴
史
的

経
過
を
踏
ま
え
、
『
す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
』
を
め
ざ
す
政
府
へ
以
下
質
問
す
る
。

�

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
養
成
研
修
を
修
了
し
た
者
は
累
計
三
八
三
万
人
に
の
ぼ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
従
事
し
て

い
る
者
は
四
二
万
人
で
約
一
割
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
理
由
は
何
か
。

�

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
六
〇
歳
以
上
が
三
割
を
超
え
、
後
継
者
が
育
成
で
き
て
い
な
い
課
題
が
あ
る
が
こ
の
原
因
は
何

か
。

�

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
任
用
条
件
を
緩
和
す
る
前
に
、
な
ぜ
、
従
事
者
が
少
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
合
理
的
な
課
題
の
解
決
を
探
る
こ
と
が
、
今
後
も
増
え
続
け
る
在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
安
心
・
安

五



全
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


